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新潟県県税規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和５年３月31日 

新潟県知事  花 角  英 世 

新潟県規則第31号 

新潟県県税規則の一部を改正する規則 

第１条 新潟県県税規則（昭和34年新潟県規則第63号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中別記様式の表示に下線が引かれた別記様式を削る。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正部分」という｡)に対応する同表の改

正後の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正後部分」という｡)が存在する場合には当該改正部

分を当該改正後部分に改め、改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合には当該改正部分を削り、改正

後部分に対応する改正部分が存在しない場合には当該改正後部分を加える。 

次の表の改正前の欄の表中太線で囲まれた部分を削る。 

改 正 後 改 正 前 

（還付金等の還付又は充当の通知） 

第42条 知事又は局長は、次に掲げる徴収金を還付

する場合又は充当した場合は、その旨を当該納税

者又は特別徴収義務者に通知するものとする。 

(1) （略） 

 (2) 法第73条の２第８項、第73条の27第１項（法

第73条の27の２第３項、第73条の27の３第３項及

び第73条の27の６第３項並びに附則第11条の４第

３項及び第５項において準用する場合を含む｡)及

び第73条の27の４第４項（法第73条の27の５第２

項及び第73条の27の７第２項において準用する場

合を含む。)の規定による不動産取得税額及びこれ

に係る徴収金 

(3)～(6) （略）  

（還付金等の還付又は充当の通知） 

第42条 知事又は局長は、次に掲げる徴収金を還付

する場合又は充当した場合は、その旨を当該納税

者又は特別徴収義務者に通知するものとする。 

(1) （略） 

 (2) 法第73条の２第８項、第73条の27第１項（法

第73条の27の２第３項、第73条の27の３第３項

及び第73条の27の６第３項並びに附則第11条の

４第２項、第５項及び第７項において準用する

場合を含む｡)及び第73条の27の４第４項（法第

73条の27の５第２項及び第73条の27の７第２項

において準用する場合を含む｡)の規定による不

動産取得税額及びこれに係る徴収金 

(3)～(6) （略） 

 

（不動産取得税の還付の申請等の添付書類） 

第61条の２ 法第73条の27第１項（法第73条の27の

２第３項、第73条の27の３第３項及び第73条の27

の６第３項並びに附則第11条の４第３項及び第５

項において準用する場合を含む。)及び第73条の27

の４第４項（法第73条の27の５第２項及び第73条

の27の７第２項において準用する場合を含む｡)の

申請をする者は、申請書にこれらの規定の適用が

あるべき旨を証する書類を添付しなければならな

い。 

２ （略） 

  

（不動産取得税の還付の申請等の添付書類） 

第61条の２ 法第73条の27第１項（法第73条の27の

２第３項、第73条の27の３第３項及び第73条の27

の６第３項並びに附則第11条の４第２項、第５項

及び第７項において準用する場合を含む。)及び第

73条の27の４第４項（法第73条の27の５第２項及

び第73条の27の７第２項において準用する場合を

含む｡)の申請をする者は、申請書にこれらの規定

の適用があるべき旨を証する書類を添付しなけれ

ばならない。 

２ （略） 

  

（不動産取得税の減額等に対する決定の通知） 

第62条 （略） 

２ 局長は、法第73条の27第１項（法第73条の27の

２第３項、第73条の27の３第３項及び第73条の27

の６第３項並びに附則第11条の４第３項及び第５

項において準用する場合を含む｡)及び第73条の27

の４第４項（法第73条の27の５第２項及び第73条

の27の７第２項において準用する場合を含む｡)の

申請があつた場合において、これに対し減額の決

定をしたときは、その旨を申請者に通知するもの

（不動産取得税の減額等に対する決定の通知） 

第62条 （略） 

２ 局長は、法第73条の27第１項（法第73条の27の

２第３項、第73条の27の３第３項及び第73条の27

の６第３項並びに附則第11条の４第２項、第５項

及び第７項において準用する場合を含む｡)及び第

73条の27の４第４項（法第73条の27の５第２項及

び第73条の27の７第２項において準用する場合を

含む｡)の申請があつた場合において、これに対し

減額の決定をしたときは、その旨を申請者に通知
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とする。 

 

するものとする。 

 

別表（第117条関係） 

文 書 等 の 名 称 根拠条文 様式 

（略） 

個人県民税に係る徴

収金の払込額精算計

算書 

 

 

 

 

（略） （略） 

（略）   

法人税に係るグルー

プ通算制度の承認等

の届出書 

（略） （略） 

（略） 

不動産の取得（特例

適用）申告書（木造

家屋用） 

条例第43条第

１項及び第２

項（条例第39

条第１項） 

（略） 

不動産の取得（特例

適用）申告書（非木

造家屋用） 

条例第43条第

１項及び第２

項（条例第39

条第１項） 

（略） 

不動産の取得（特例

適用等）申告書 

条例第43条第

１項及び第２

項（条例第39

条第１項又は

第46条第１項） 

（略） 

不動産取得税の減額

（還付）申請書 

法第73条の27

第１項（法第73

条の27の２第

３項、第73条の

27の３第３項

及び第73条の

27の６第３項

並びに附則第

11条の４第３

項及び第５項

において準用

する場合を含

む｡)及び第73

条の27の４第

４項（法第73

条の27の５第

２項及び第73

条の27の７第

２項において

（略） 

別表（第117条関係） 

文 書 等 の 名 称 根拠条文 様式 

（略） 

個人県民税に係る徴

収金の払込額精算計

算書（指定都市以外

用） 

（略） （略） 

個人県民税に係る徴

収金の払込額精算計

算書（指定都市用） 

第52条 別記第

64号様

式 

（略） 

法人税に係る連結納

税の承認等の届出書 

（略） （略） 

（略） 

不動産の取得（特例

適用）申告書（木造

家屋用） 

条例第43条第

１項（条例第39

条） 

 

（略） 

不動産の取得（特例

適用）申告書（非木

造家屋用） 

条例第43条第

１項（条例第39

条） 

 

（略） 

不動産の取得（特例

適用等）申告書 

条例第43条第

１項（条例第39

条又は第46条） 

 

 

（略） 

不動産取得税の減額

（還付）申請書 

法第73条の27

第１項（法第73

条の27の２第

３項、第73条の

27の３第３項

及び第73条の

27の６第３項

並びに附則第

11条の４第２

項、第５項及び

第７項におい

て準用する場

合を含む｡)及

び第73条の27

の４第４項（法

第73条の27の

５第２項及び

第73条の27の

７第２項にお

（略） 
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準用する場合

を含む｡) 

（略） 

贈与税の納税の猶予

を受けない不動産取

得税の免除に係る届

出書 

政令附則第10

条第14項 

（略） 

（略）   

いて準用する

場合を含む｡) 

（略）   

贈与税の納税の猶予

を受けない不動産取

得税の免除に係る届

出書 

政令附則第10

条第16項 

（略） 

（略） 

 

第63号様式（第117条関係） 

個人県民税に係る徴収金の払込額精算計算書 

 

 （略) 

  

 

第63号様式（第117条関係） 

個人県民税に係る徴収金の払込額精算計算書 

（指定都市以外用） 

 （略)  

 

 

 

 

 

第74号様式（第117条関係） 

法人税に係るグループ通算制度の承認等の届出書 

（略） 

法人税のグループ通算制度について（承認、取

消し、取りやめの承認）があつたので届け出ま

す。 

（略） □グループ通算制度の承認申請の

承認があつた。 

□完全支配関係を有することとな

つた。 

□通算完全支配関係等を有しなく

なつた。 

□青色申告の承認の取消しの処分

があつた。 

□グループ通算制度の適用の取り

やめの承認があつた。 

（略） 

上記の事由

により生じ

た通算法人

の区分に関

する事項 

□通算親法人となつた。  □通

算親法人でなくなつた。 

□通算子法人となつた。  □通

算子法人でなくなつた。 

最初通算親

法人事業年

度 

（略） 

通算子法人

適用開始事

業年度 

通算子法人

の区分 

   

第64号様式（第117条関係） 

個人県民税に係る徴収金の払込額精算計算書 

（指定都市用） 

 （略) 

 

第74号様式（第117条関係） 

法人税に係る連結納税の承認等の届出書 

（略） 

法人税の連結納税について（承認、取消し、取

りやめの承認）があつたので届け出ます。 

 

（略） □連結納税の承認申請の承認があ

つた。 

□完全支配関係を有することとな

つた。 

□連結完全支配関係等を有しなく

なつた。 

□連結納税の承認の取消しの処分

があつた。 

□連結納税の適用の取りやめの承

認があつた。 

（略） 

上記の事由

により生じ

た連結法人

の区分に関

する事項 

□連結親法人となつた。  □連

結親法人でなくなつた。 

□連結子法人となつた。  □連

結子法人でなくなつた。 

最初連結親

法人事業年

度 

（略） 

連結子法人

適用開始事

業年度 

連結子法人

の区分 
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通算法人と

なる前の申

告期限の延

長の有無 

事業税及び特別

法人事業税 

 

 

 

通算親法人 

この届出を

行う法人が

通算子法人

である場合

に記入 

  

 

連結法人と

なる前の申

告期限の延

長の有無 

事業税及び特別

法人事業税又は

地方法人特別税 

 

 

連結親法人 

この届出を

行う法人が

連結子法人

である場合

に記入 

  

 
    

第２条 新潟県県税規則の一部を次のように改正する。 

  別記第１号様式及び第１号様式の２を次のように改める。 
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別記 

第１号様式（第117条関係） 

 

 

第１号様式の２（第117条関係） 

 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、改正前の別記第１号様式による徴税吏員証又は別記第１号様式の２による検税吏員証

で現に効力を有するものは、改正後の別記第１号様式による徴税吏員証又は別記第１号様式の２による検税吏

員証とみなす。 

 


